
1 
 

出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 
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判示事項 設定登記のされていない通行地役権について承役地の譲受人が登記の欠缺を主

張する正当な利益を有する第三者に当たらないと解すべき場合 

裁判要旨 通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、右承役地が要役

地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、

構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認

識していたか又は認識することが可 

 

全 文 

主    文 

本件上告を棄却する。 

上告費用は上告人の負担とする。 

理    由 

上告代理人宮國英男の上告理由について一通行地役権（通行を目的とする地役権）の承役地

が譲渡された場合において、譲渡の時に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路と

して使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、

かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲受人

は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役

権設定登記の欠映を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらないと解するのが

相当である。その理由は、次のとおりである。 

（一）登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しない者は、民法一七七条にいう「第

三者」（登記をしなければ物権の得喪又は変更を対抗することのできない第三者）に当たるも

のではなく、当該第三者に、不動産登記法四条又は五条に規定する事由のある場合のほか、登

記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事由がある場合には、当該第三者は、登

記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない。 

（二）通行地役権の承役地が譲渡された時に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に

通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかで

あり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲

受人は、要役地の所有者が承役地について通行地役権その他の何らかの通行権を有している

ことを容易に推認することができ、また、要役地の所有者に照会するなどして通行権の有無、

内容を容易に調査すること-1-ができる。したがって、右の譲受人は、通行地役権が設定され

ていることを知らないで承役地を譲り受けた場合であっても、何らかの通行権の負担のある

ものとしてこれを譲り受けたものというべきであって、右の譲受人が地役権者に対して地役

権設定登記の欠缺を主張することは、通常は信義に反するものというべきである。ただし、例
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えば、承役地の譲受人が通路としての使用は無権原でされているものと認識しており、かつ、

そのように認識するについては地役権者の言動がその原因の一半を成しているといった特段

の事情がある場合には、地役権設定登記の欠缺を主張することが信義に反するものというこ

とはできない。 

（三）したがって、右の譲受人は、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺を主張す

るについて正当な利益を有する第三者に当たらないものというべきである。なお、このように

解するのは、右の譲受人がいわゆる背信的悪意者であることを理由とするものではないから、

右の譲受人が承役地を譲り受けた時に地役権の設定されていることを知っていたことを要す

るものではない。 

二 これを本件について見ると、原審が適法に確定したところによれば、（１）分筆前の沖

縄県島尻郡ａ町字ｂｃ番ｄの土地を所有していたＤは、昭和四六年ころ、これを六区画の宅地

及び東西三区画ずつの中央を南北に貫く幅員約四メートルの通路として造成した、（２）右通

路は、その北端で、右分筆前の土地の北側に接して東西方向に通る公道に通じている、（３）

右分筆前の土地の西側に接して南北方向に通る里道があるが、その有効幅員は一メートルに

も満たない、（４）Ｄは、昭和四九年九月、右六区画のうち西側中央のｃ番ｅの土地（第一審

判決別紙物件目録二記載の土地）を被上告人に売り渡し、その際、Ｄと被上告人は、黙示的

に、右通路部分の北側半分に相当する本件係争地に要役地をｃ番ｅの土地とする無償かつ無

期限の通行地役権を設定することを合意した、（５）被上告人は、以後、本件係争地をｃ番ｅ

の土地のための通路として継続的に使用している、（６）Ｄは、昭和五〇-2-年一月ころ、右六

区画のうち東側中央、南東側及び南西側の三区画並びに右通路部分をＥに売り渡し、これらの

土地は、その後分合筆を経て昭和五九年一〇月にｃ番ｆの土地（第一審判決別紙物件目録一記

載の土地）となった、（７）ＤとＥは、右売買の際に、黙示的に、ＥがＤから右通行地役権の

設定者の地位を承継することを合意した、（８）Ｅは、右売買後直ちに、本件係争地を除いた

部分に自宅を建築し、本件係争地については、アスファルト舗装をし、その東端と西端に排水

溝を設けるなどして、自宅から右公道に出入りするための通路とした、（９）被上告人は、昭

和五八年、ｃ番ｅの土地に、東側に駐車スペースを設け、玄関が北東寄りにある自宅を建築

し、本件係争地を自動車又は徒歩で通行して右公道に出入りしていたが、Ｅがこれに異議を述

べたことはなかった、（１０）Ｅは、平成三年七月、ｃ番ｆの土地を上告人に売り渡したが、

上告人がＥから右通行地役権の設定者の地位を承継するとの合意はされていない、（１１）し

かし、上告人は、ｃ番ｆの土地を買い受けるに際し、現に被上告人が本件係争地を通路として

利用していることを認識していたが、被上告人に対して本件係争地の通行権の有無について

確認することはしなかったというのである。 

そうすると、ｃ番ｅの土地を要役地、本件係争地を承役地とする通行地役権が設定されてい

たものであるところ、上告人が本件係争地を譲り受けた時に、本件係争地がｃ番ｅの土地の所

有者である被上告人によって継続的に通路として使用されていたことはその位置、形状、構造

等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、上告人はそのことを認識していたものとい

うことができる。そして、本件においては前記特段の事情があることはうかがわれないから、

上告人は、右通行地役権について、これが設定されていることを知らなかったとしても、地役

権設定登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないものと解すべきであ

る。 

三 したがって、原審が上告人を背信的悪意者であるとしたことは、措辞適切を-3-欠くも

のといわざるを得ないが、上告人が被上告人の通行地役権について地役権設定登記の欠缺を
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主張する正当な利益を有する第三者に当たらないとした原審の判断は、結論において是認す

ることができる。論旨は、原判決の結論に影響のない事項についての違法をいうに帰するもの

であって、採用することができない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。 

(裁判長裁判官  大西勝也  裁判官  根岸重治  裁判官  河合伸一  裁判官  福田博) 

 

 

※参考：判例タイムズ 969 号 119 頁、判例時報 1633 号 74 頁、金融商事判例 1046 号 33 頁、

別冊ジュリスト 192 号 184 頁 

 

 


